
公 告  

 

地 方 自 治 法 (昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 )第 ２ ３ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ る 随 意 契 約 を 行 う の で 、 次 の

と お り 公 告 す る 。  

 

令 和 ８ 年 ７ 月 １ 日  

 

             田 原 市 長  山  下  政  良  

 

１  応 募 に 付 す る 事 項  

 (1) 業 務 名 田 原 市 公 共 下 水 道 維 持 管 理 包 括 的 民 間 委 託 業 務  

 (2) 業 務 場 所 田 原 市 地 内  

 (3) 期 間  

  ア  業 務 委 託 期 間  契 約 日 の 翌 日 か ら 令 和 １ ２ 年 ４ 月 ２ ６ 日 ま

で  

  イ  業 務 履 行 期 間  令 和 ８ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 令 和 １ ２ 年 ３ 月 ３

１ 日 ま で  

 (4) 業 務 内 容  田 原 市 が 所 管 す る 田 原 浄 化 セ ン タ ー 、 赤 羽 根 浄 化

セ ン タ ー 、 渥 美 浄 化 セ ン タ ー 及 び 田 原 、 赤 羽 根 、 渥

美 の 各 処 理 区 内 に 設 置 さ れ て い る 汚 水 中 継 ポ ン プ 場 、

マ ン ホ ー ル ポ ン プ の 包 括 的 維 持 管 理 業 務 と し て 、 運

営 業 務 、 運 転 業 務 、 保 守 点 検 業 務 、 環 境 計 測 業 務 、

環 境 整 備 業 務 、 保 全 管 理 業 務 、 物 品 管 理 調 達 業 務 、

緊 急 対 応 、 施 設 修 繕 等 を 行 う 。  



２  参 加 資 格  

(1) 公 告 日 の 前 日 に 令 和 ８ 年 度 及 び 令 和 ９ 年 度 の 田 原 市 競 争 入 札

参 加 資 格 を 有 し 、次 の (2)ア (ｱ)又 は (ｲ)の 各 号 の い ず れ に も 該 当

す る 者 。た だ し 、地 方 自 治 法 施 行 令（ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ）

第 １ ６ ７ 条 の ４ の 規 定 に 該 当 す る 者 及 び 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請

期 限 の 日 か ら 当 該 業 務 委 託 の 入 札 の 日 ま で に お い て 、 田 原 市 か

ら 受 け た 入 札 参 加 停 止 処 分 期 間 を 経 過 し な い 者 を 除 く 。  

(2) 応 募 す る 者 の 構 成 等  

ア  参 加 者 は 、 単 独 企 業 又 は 共 同 企 業 体 と す る 。 た だ し 、 １ 企

業 体 は 複 数 の（ 共 同）企 業 体 に 参 加 す る こ と は で き な い も の と

す る 。  

(ｱ) 単 独 企 業 の 要 件  

a 下 水 道 処 理 施 設 維 持 管 理 業 者 登 録 規 程 （ 昭 和 ６ ２ 年 ７ 月

９ 日 建 設 省 告 示 第 １ ３ ４ ８ 号 )に 基 づ く 登 録 を 行 っ て い る

こ と 。  

b 愛 知 県 内 に 契 約 を 締 結 す る 本 店 ・ 支 店 ・ 営 業 所 等 を 設  

置 し て い る こ と 。  

c 日 最 大 処 理 能 力 １ ３ ,５ ０ ０ ㎥ 以 上 の 標 準 活 性 汚 泥 法  

の 下 水 処 理 施 設 の 運 転 管 理 に 関 わ る 受 託 実 績 が あ る こ と 。 

d 下 水 道 法 施 行 令 （ 昭 和 ３ ４ 年 政 令 第 １ ４ ７ 号 ） 第 １ ５  

条 の ３ 各 号 に 定 め る 資 格 を 有 す る 技 術 者 を 専 任 で 配 置  

す る こ と が で き る こ と 。  

e 次 に 掲 げ る 資 格 を 有 す る 者 を 各 １ 名 以 上 配 置 す る こ と が



で き る こ と 。  

(a) 第 １ 種 電 気 工 事 士  

(b) 酸 素 欠 乏 危 険 作 業 主 任 者  

(ｲ) 共 同 企 業 体 の 要 件  

a 共 同 企 業 体 は (ｱ)c 及 び d の 要 件 を 満 た し て い る こ と 。  

b 共 同 企 業 体 の 構 成 員 は 、 ２ 者 又 は ３ 者 と す る こ と 。  

c 愛 知 県 内 に 本 店 ・ 支 店 ・ 営 業 所 等 を 設 置 し て い る こ と 。

た だ し 、共 同 企 業 体 の 構 成 員 の 中 に 田 原 市 内 に 本 店 を 設 置

し て い る 者 を １ 者 以 上 含 む こ と 。構 成 員 の 市 内 業 者 は 、下

水 道 処 理 施 設 維 持 管 理 者 登 録 を 行 っ て い る 者 又 は 、機 械 器

具 設 置 工 事 、電気 工 事 、管 工 事 のい ず れ か の 資 格 を 有 す る

も の と す る 。  

d 共 同 企 業 体 の 構 成 員 で 、 水 処 理 施 設 及 び 汚 泥 処 理 施 設 の

運 転 操 作 、 監 視  及 び 保 守 点 検 に 関 す る 業 務 を 実 施 す る 者

の う ち 最 大 の 出 資 を す る 者 は 、 (ｱ)a の 要 件 を 満 た し て い

る も の で あ る こ と 。  

e 共 同 企 業 体 の 運 営 形 態 は 、 各 構 成 員 が 一 体 と な っ て 業 務

を 遂 行 す る 共 同 管 理 方 式 で あ る こ と 。  

f 各 構 成 員 の 出 資 比 率 は 、 構 成 員 の 数 が ２ 者 で あ る 場 合 は

各 ３ ０ パ ー セ ン ト 以 上 、構 成 員 の 数 が ３ 者 で あ る 場 合 は 各

２ ０ パ ー セ ン ト 以 上 で あ る こ と 。  

g 共 同 企 業 体 の 代 表 者 の 出 資 比 率 は 、 他 の 構 成 員 の 出 資 比

率 よ り 大 き い こ と 。  

３  参 加 資 格 の 確 認 等  

  参 加 を 希 望 す る 者 は 、「 田 原 市 公 共 下 水 道 維 持 管 理 包 括 的 民 間  



委 託 業 務 基 本 方 針 」に 基 づ き 、参 加 資 格 確 認 申 請 書 等 を 提 出 し 、

参 加 の 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

(1) 提出期限  令和８年８月１０日（月）午後５時（必着） 

(2) 提出場所  田原市役所上下水道部下水道課 

(3) 提出方法  持参すること。 

(4) 提出書類 

単独企業の場合 

   ア 参加資格確認申請書 （様式第１－１） 

   イ 下水道処理施設維持管理者登録を確認できる書類 

   ウ 公告の要件を満たした受注実績が確認できる書類 

   エ 公告の要件を満たした配置予定の技術者等の資格、業務経験が確認できる

書類  

   オ 公告の要件を満たした配置予定の技術者の雇用関係を証明する書類 

      共同企業体の場合 

ア 参加資格確認申請書 （様式第１－２） 

   イ 田原市公共下水道維持管理包括的民間委託業務共同企業体協定書（写） 

 （様式１） 

    ウ 委任状（写）（様式２） 

   エ 下水道処理施設維持管理者登録を確認できる書類 

    オ 公告の要件を満たした受注実績が確認できる書類 

    カ 公告の要件を満たした配置予定の技術者等の資格、業務経験が確認できる 

    書類 

    キ 公告の要件を満たした配置予定の技術者の雇用関係を証明する書類 

(5) 記載上の留意事項 

    各様式に記載された事項及び、共同企業体の場合は別に定める田原市公共下 



水道維持管理包括的民間委託業務共同企業体取扱細則に留意し作成すること。 

   (6) 提出部数 各１部  

４  資 料 の 閲 覧 及 び 現 地 確 認  

参 加 希 望 者 は 、 本 業 務 委 託 関 係 の 仕 様 書 及 び そ の 他 の 資 料 （ 以

下「 仕 様 書 等 」と い う 。）を 閲 覧 し 、対 象 施 設 の 機 能 及 び 状 況 を 確

認 す る こ と が で き る 。 な お 、 仕 様 書 等 は 次 の 場 所 に お い て 閲 覧 で

き る 。 ま た 、 対 象 施 設 、 設 備 の 機 能 及 び 状 況 確 認 に つ い て は 、 別

に 定 め る と こ ろ に よ り 、 別 途 申 し 込 む こ と 。  

(1) 閲覧 期 間   

令 和 ８ 年 ７ 月 １ 日 （ 水 ） か ら 令 和 ８ 年 ８ 月 １ ８ 日 （ 火 ） ま で  

の 市 役 所 執 務 時 間 内  

(2) 閲 覧 場 所  田原市役所上下水道部下水道課 

(3) 質問書の提出 

  参加を希望する者で、仕様書等に対する質問がある場合には、令和８年８月５

日（水）までに持参、郵送又は電子メールにて提出すること。 

５ 技術提案書の提出 

(1) 提出期限  令和８年８月１８日（火）午後５時（必着） 

(2) 提出場所  田原市役所上下水道部下水道課 

(3) 提出方法  持参すること。なお、電子データ（ＣＤ）も提出すること。 

(4) 提出書類 

ア 技術提案書（表紙）          （様式第４） 

   イ 下水道及び下水処理全般に関する基本理念      (様式 自由） 

   ウ 業務計画に関する提案書          （様式第５） 

   エ 運転管理業務に関する提案書          （様式第６） 

   オ 保守管理業務に関する提案書           （様式第７） 



   カ 緊急対応に関する提案書           （様式第８） 

   キ 対象施設の特性を考慮した提案書                 (様式第９） 

   ク 業務の引継ぎに関する提案書                （様式第１０） 

   ケ その他提案書                 （様式第１１） 

   コ 仕様書案      （様式 自由） 

   サ 会社概要      （様式 自由） 

   シ 下水道関連事業受注実績    （様式 自由） 

   ス 請負予定価格（消費税及び地方消費税を含む。） （様式 自由） 

(5) 記載上の留意事項 

各様式に記載された事項及び、別に定める田原市公共下水道維持管理包括的 

民間委託業務技術提案書募集要領に留意し作成すること 。 

(6) 提出部数 各７部（ＣＤ１枚） 

(7) 事業予算 本業務にかかる予算総額は、１,０７９,２６５千円（消費税及び地

方消費税額を含む。）とする。 

６ 技術提案書の説明等 

  技術提案書の説明等については、次により行う。 

 (1) 技術提案説明日時 令和８年８月２４日（月） 

 (2) 技術提案説明場所 別途指示する場所 

７ 審査及び選定 

  田原市公共下水道維持管理包括的民間委託業務プロポーザル選定委員会におい 

て、審査を行う。 

(1) 選定の方法 

技術提案書に基づくプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施し、評価 

の合計得点について、各委員の平均点が最も高い者を当該業務の契約候補者とし

て選定する。 



 (2) 評価項目・評価点数 

    田原市公共下水道維持管理包括的民間委託業務技術提案評価基準の別表１技術

提案書評価基準に基づき評価を行う。 

８ 欠格事由 

  提案者について、次に掲げる条件に該当する場合は失格となる。 

(1) 選定委員会の委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

(2) 他の提案者と提案の内容又はその意思について相談を行った場合 

(3) 受注者選定終了までの間に、他の提案者に対して提案の内容を意図的に開示 

した場合 

(4) 提案書類に虚偽の記載を行った場合 

(5) その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

９ 審査結果の通知 

  審査の結果は、最優秀提案者（受託候補者）の選定後、速やかに提案者全者へ通

知する。 

１０ 異議  

  審査結果について、一切の異議申し立てをできないこととする。 

１１ 審査結果の公表 

  選定手続の透明性を高めるため、最優秀提案者（受託候補者）の決定後、田原市

ホームページにおいて、次の事項を公表する。 

 (1) 最優秀提案者（受託候補者）の名称及び評価ポイント 

 (2) 全企画提案者の名称 

１２ 契約の締結 

 (1) 田原市は、本プロポーザルによって選定した提案者を契約候補者とし、当該業

務に係る見積書徴収の相手方とする。 

 (2) 契約候補者は、本実施要領に基づき、当該業務に係る見積書を提出する。 



(3) 契約候補者が契約締結までに「２ 参加資格」に記載した要件のいずれかを満

たさなくなった場合または、その他事故等の特別な事由により契約が不可能と

なった場合は、次点候補者が繰り上がるものとする。 

(4) 契約条項及び業務仕様は、特定した提案書等による提案内容について予算の範  

囲内で反映し確定するものとする。 

１３ その他 

(1) プロポーザルに係るすべての費用は、参加者の負担とする。 

(2) 提出後の参加資格確認書及び提案書等の修正又は変更は、原則として認めな 

  いものとする。 

(3) 提出物はすべて返却しないものとする。 

１４ 問い合わせ先 

   上下水道部下水道課 電話０５３１－２３－３５７１ 

 


